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市職員の採用試験を次のとおり行います。

▲

試験日・会場＝

【第１次試験】９月２１日（日）＜教養試験＞勤労者会館（浅沼町）ほかの施設で行います。

詳しい試験会場などは、受付期間終了後に送付する受験票に明記します。

【第２次試験】１０月中旬～１１月上旬（予定）＜適性検査、小論文、口述試験＞

※消防士は、健康診断・体力測定も実施します

佐野市中央公民館（金井上町）ほかの施設で行います。

詳しい会場、日程などは、第１次試験合格者に文書で通知します。

▲

試験案内・受験申込書配布場所＝南仮庁舎玄関（亀井町）、東仮庁舎事務棟玄関フロア（浅沼町）、

　田沼行政センター（田沼庁舎本館１階）、葛生行政センター（葛生あくと保健センター事務室）

　※市ホームページ (http://www.city.sano.lg.jp/) からダウンロードできます

▲

申込＝８月１８日（月）～２２日（金）午前８時３０分～午後５時（昼休み時間を除く）に、

　直接、南仮庁舎１階の受付へお持ちいただくか、郵送で佐野市職員試験委員会（人事課内）へ

　〒３２７－８５０１（住所不要）佐野市職員試験委員会　※８月２０日（水）までの消印のあるものに限る

■

問合せ＝佐野市職員試験委員会（人事課内）☎（２０）３０５７

市職員の採用試験を次のとおり行います

試験区分 採用予定人員 受験資格

一般事務 １７名程度
昭和６１年４月２日以降、平成９年４月１日までに生まれた方で、
高校卒（平成２７年３月末日までに卒業見込の方を含む）以上の学
力を有する方

一般事務
（身体障がい者対
象）

若干名

次のすべての要件を満たす方・昭和４９年４月２日以降、平成９年
４月１日までに生まれた方で、高校卒（平成２７年３月末日までに
卒業見込の方を含む）以上の学力を有する方・身体障害者手帳の交
付を受けている方・自力により通勤ができ、かつ介護者なしに職務
の遂行が可能な方・活字印刷文による出題に対応できる方

保育士 ７名程度
昭和６１年４月２日以降に生まれた方で、保育士の資格を有する方
（平成２７年３月末日までに当該資格を取得見込の方を含む）

保健師 若干名
昭和６１年４月２日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方
（平成２７年３月末日までに当該資格を取得見込の方を含む）

土　木 若干名
昭和６１年４月２日以降、平成９年４月１日までに生まれた方で、
高校、または大学などで土木課程を履修して卒業した方（平成２７
年３月末日までに卒業見込の方を含む）

電　気 若干名

昭和５６年４月２日以降、平成９年４月１日までに生まれた方で、
次のいずれかに該当する方
・電気主任技術者免状（種別は問いません）を有する方
・経済産業大臣の認定校で電気主任技術者免状（種別は問いません）
の交付申請に必要な所定の科目を全て履修して卒業した方（平成
２７年３月末日までに卒業見込の方を含む）

消防士 ５名程度
平成２年４月２日以降、平成９年４月１日までに生まれた方で、高
校卒（平成２７年３月末日までに卒業見込の方を含む）以上の学力
を有する方

※性別不問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎採用の時期：平成２７年４月１日採用予定
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平成２５年度

情報公開、個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

　平成２５年度の運用状況
１．情報公開制度
公開請求の処理状況

実施機関
請求などの件数

計
処理状況

当該年度中の
請求件数

前年度中の請求に
おける未決定件数 公開 一部公開 非公開 未決定

市長 ２５０ １ ２５１ ２２５ １５ １１ ０
教育委員会 ５ ０ ５ １ ２ ２ ０
水道事業 ６ ０ ６ ６ ０ ０ ０
計 ２６１ １ ２６２ ２３２ １７ １３ ０

一部公開、非公開の理由の内訳

理由の区分 件数
個人に関する情報 １０
法人等に関する情報 １０
意思形成過程情報 １
行政執行情報 １
情報不存在 １４
計 ３６

２．個人情報保護制度
開示請求の処理状況

実施機関 請求件数
処理状況
開示 一部開示 不開示

市長 ２０ ２０ ０ ０
教育委員会 １ １ ０ ０
合計 ２１ ２１ ０ ０

※１件の請求に対して複数の理由

　がありますので、件数の合計は、

　一部公開、非公開の合計とは一

　致しません

　なお、決定に対する不服申立て

　はありませんでした

単位：件数

単位：件数

【情報公開、個人情報保護制度のあらまし】
　情報公開制度は、市民の皆さんと市との共有物である公文書を公開し、行政の諸活動を市民に説明す

る責務を果たすことにより、開かれた行政の確立と、市民との協働を推進しようとするものです。情報

公開請求は、誰でも行うことができ、個人の権利利益を保護するなど、一定の理由に該当する場合を除

いて原則公開します。

　個人情報保護制度は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報の適正な取扱いを定め

るとともに、個人情報の開示、訂正などを求めることができるものです。個人情報の開示請求は、原則

としてその個人情報の本人のみが行うことができ、法令などによって開示できないなど、一定の理由に

該当する場合を除いて原則開示します。

　情報公開、個人情報開示などの請求に対する決定について不服がある場合は、行政不服審査法の規定

により、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、情報公開・個人情報保護審査

会において審査します。

　情報公開、個人情報保護制度の実施状況の詳細は、市役所東仮庁舎事務棟１階「情報公開コーナー」

で閲覧することができます。また、ホームページからもご覧いただけます。

　※市ホームページ「情報公開・個人情報保護」　http://www.city.sano.lg.jp/contact/zyouhoukoukai

　詳しくは、お問い合わせください。

■

問合せ＝行政経営課☎（２０）３００５・gyouseikeiei@city.sano.lg.jp

※個人情報の訂正、削除、中止の請求

　および決定に対する不服申立てはあ

　りませんでした


